
令和８年４月１日から、16歳以上の自転車運転中の交通違反に交通反則通告制度

（いわゆる青切符）が適用されます。自転車安全利用五則を始めとする自転車の交

通ルールを今一度再確認し、自転車も「車両の仲間」という意識で、交通ルールを

守って安全・安心に利用しましょう。


